
対象　平成18年4月2日～平成19年4月1日までに生まれた人
司会者（1人）	 �式典を進行していただきます。原稿は、市の担当者と一緒に検討します。
抱負発表者（1人）	 �参加者を代表して、保護者や恩師への感謝の気持ちや、これからの抱

負 を発表していただきます。（応募多数の場合は、選考します）
実行委員（10人程度）	 �式典内容の企画や記念品の選定、パンフレット内容の編集などといっ

た活動を市の担当者と一緒に行っていただく予定です。
		  ※5月頃から月1回、全10回程度の会議を予定しています
		  ※会議はオンラインで開催する場合があります
応募方法など詳細は、市ホームページをご覧ください。	

令和 9年釜石市はたちのつどい実行委員を募集します

問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

時 間 行　　事 場　所 問い合わせ

10時〜17時 釜石祈りのパーク市民献花
内容：献花（献花用のお花は会場に準備しています） 釜石祈りのパーク 市総務課

☎27-8411

11時30分〜
12時

東日本大震災殉職消防団員顕彰碑献花式
内容：黙とう、挨拶（市長・団長）、献花　他 鈴子広場 市消防課 消防団係

☎22-2525

13時30分〜
14時

東日本大震災身元不明者供養
内容：黙とう、焼香、釜石仏教会による読経　

東日本大震災
物故者納骨堂

（大平墓地公園内）
市地域福祉課
☎22-0177

14時45分〜
15時15分

東日本大震災犠牲者追悼式
内容：�黙とう、式辞、追悼のことば、未来へのメッ

セージ、献花

釜石祈りのパーク
前広場

市総務課
☎27-8411

14時46分〜
19時

根浜海岸「祈りの空間」
内容：�追悼の風船、花火「白菊」打ち上げ

根浜海岸・
宝来館周辺

3.11祈りと絆「白菊」
実行委員会

☎28-2526（宝来館 廣田）

17時〜18時 かまいし復興の祈り
内容：復興の鐘の打鐘 釜石駅前広場内

かまいし復興の祈り
実行委員会　

☎090-5184-6343（八幡）

17時～19時

「とうほく こよみのよぶね」点灯
内容：�3.11の形をした、和紙あんどんを制作、点灯。

なお、根浜シーサイド・レストハウスにて、
８日13時30分～制作イベントを開催。９日
～ 11日も制作・設置作業を行っており、出入
り自由でお手伝いくださる人を募っています。

根浜海岸・宝来
館周辺の防潮堤

こよみのよぶね
実行委員会

☎28-2526（宝来館 廣田）

17時〜19時
祈りの竹とうろうの点灯
内容：市民が作った竹とうろうの点灯
　　　�なお、竹とうろうは ３月29日までの土・日

曜日、祝日（17時～19時）にも点灯しています。

根浜シーサイド
キャンプ場
避難階段

根浜シーサイド
☎27-5455

17時30分〜
20時

竹灯籠供養
内容：�竹灯籠を点灯し、供養を行います 釜石祈りのパーク 釜石仏教会

☎22-1166（仙寿院）

支援内容　①農業経営安定支援事業補助金
　　　　　　�肥料費、電気使用料、出荷資材費、農薬費の価格上昇分の1/2以内の額を支援します。
　　　　　②畜産業経営安定支援事業補助金
　　　　　　肥料費、飼料購入費の価格上昇分の1/2以内の額を支援します。
　　　　　※詳細は、市ホームページを確認するか直接お問い合わせください
補助対象期間　令和７年６月１日㈰～令和８年５月31日㈰
申請期間　令和８年６月1日㈪～８月31日㈪
申請方法　�今後、広報などで関連情報をお知らせします。集合受付も予定しています
　　　　　ので、詳細は、市ホームページを確認するか直接お問い合わせください。

物価高騰の影響を受けている農畜産業者を支援します

市ホームページ

市内の主な東日本大震災追悼行事

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業

　市民の皆さんが自然や農業に触れながら、健康の維持と増進に活用する場として開設した市民
農園の使用者を募集します。詳細は、市のホームページをご確認ください。
対　　象　市内に住所がある個人または団体　　　申込期間　3月2日㈪～4月15日㈬　※先着順
募集区画　甲子町第7地割内市民農園　全58区画（12㎡/区画）
使用料金　１区画当たり2,000円（3区画まで申込可）
　　　　　※共同設備（鳥獣対策用柵、水道、農機具、仮設トイレ、駐車場）あり
使用期間　4月1日㈬～ 令和9年1月31日㈰
申込方法　�使用許可申請書を提出してください。申請書は、市水産農林課に備え付ける他、市

ホームぺージからダウンロードできます。

市ホームページ

市ホームページ

問い合わせ　 市まちづくり課 生涯学習係　☎27-8454

3 月 11 日は
　「東日本大震災津波を語り継ぐ日」です

釜石市防災市民憲章　命を守る

　震災により亡くなった多くの尊い命に追悼の意を表し、震災の教訓を伝承すると 　震災により亡くなった多くの尊い命に追悼の意を表し、震災の教訓を伝承すると 
ともに、一人ひとりの大切な人に想いを寄せ、ふるさと岩手を築いていくことを誓うともに、一人ひとりの大切な人に想いを寄せ、ふるさと岩手を築いていくことを誓う
ものとして、県の条例で制定されています。ものとして、県の条例で制定されています。

備える	 災害は  ときと場所を選ばない  避難訓練が  命を守る

逃げる	 何度でも  ひとりでも  安全な場所に  いちはやく  その勇気は  ほかの命も救う

戻らない	 一度逃げたら  戻らない  戻らせない  その決断が  命をつなぐ

語り継ぐ	 子どもたちに  自然と共に在るすべての人に  災害から学んだ生き抜く知恵を  語り継ぐ

私たちは生きる。かけがえのないふるさと釜石に、共に生きる。
（本文・結文　抜粋）

令和8年度市民農園の使用者を募集します
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